
船舶事故調査報告書 
 
 
   船種船名 旅客船 サザンキング  

   船舶番号 ２９０－５１８１２沖縄 

   総トン数 １９トン 

 

   事故種類 旅客負傷 

   発生日時 平成２６年１２月１６日 ０９時１２分ごろ 

   発生場所 沖縄県竹富町竹富島竹富東港東方沖 

竹富東港第１号灯標から真方位０８２°２３０ｍ付近 
（概位 北緯２４°２０.０′ 東経１２４°０６.４′） 

 
 

平成２８年４月２８日 
運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

旅客船サザンキングは、船長及び甲板員１人が乗り組み、旅客５６人を乗せ、沖縄

県石垣市石垣港から同県竹富町竹富東港に向けて航行中、平成２６年１２月１６日 

０９時１２分ごろ、連続した高い波を乗り越えた際、船首が波間に落下して船体が縦

に動揺し、旅客１人が負傷した。 
 

＜原因＞ 

本事故は、サザンキングが、竹富東港東方沖において、波高約２.５ｍの波が発生

している状況下、竹富東港に向けて航行中、船長が、旅客にシートベルトの着用を周

知していなかったため、船首が波間に落下して船体が縦に動揺した際、シートベルト

を着用していなかった旅客１人が座席から身体が浮き上がり、座席にでん部から落下

して負傷したことにより発生したものと考えられる。 



船長が旅客にシートベルトの着用を周知していなかったのは、石垣港離島桟橋を離

れる際、船内放送でシートベルトの着用を周知したものと思い、また、これまでの経

験から、航行中に改めて船内放送でシートベルトの着用を周知しても、船内放送に応

じてシートベルトを着用してくれる旅客がほとんどいないと思っていたことによるも

のと考えられる。 
船長が、航行中、船内放送に応じてシートベルトを着用してくれる旅客がほとんど

いないと思っていたのは、八重山観光フェリー株式会社が、荒天時安全運航マニュア

ル等の周知、徹底を図るために安全講習会を開催していたものの、船長等への安全指

導が適切でなかったことによる可能性があると考えられる。 
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 １ 船舶事故調査の経過 
 
１.１ 船舶事故の概要 

旅客船サザンキングは、船長及び甲板員１人が乗り組み、旅客５６人を乗せ、沖縄

県石垣市石垣港から同県竹富町竹富東港に向けて航行中、平成２６年１２月１６日 

０９時１２分ごろ、連続した高い波を乗り越えた際、船首が波間に落下して船体が縦

に動揺し、旅客１人が負傷した。 
 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２６年１２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査

官（那覇事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２６年１２月１８日 現場調査及び口述聴取 

平成２６年１２月１９日 現場調査、口述聴取及び回答書受領 

平成２７年２月５日、９月２４日、１２月１８日、平成２８年１月７日、８日 

口述聴取 

平成２７年８月３１日、平成２８年１月２５日 回答書受領 

平成２８年１月１４日 口述聴取及び回答書受領 

 

1.2.3  原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、サザンキング（以下「本船」という。）の船長

（以下「本件船長」という。）、甲板員、船舶所有者である八重山観光フェリー株式

会社（以下「Ａ社」という。）の副運航管理者及び負傷した旅客（以下「旅客Ａ」と

いう。）の口述並びにＡ社の回答書によれば、次のとおりであった。 
 2.1.1 石垣港出港までの経過 
  本船は、本件船長及び甲板員が乗り組み、竹富町西表

いりおもて

島仲間港を出港し、平成

２６年１２月１６日０８時３０分ごろ石垣港離島桟橋に入り船右舷着けとした後、
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０９時００分出港予定の竹富東港行きの定期便として待機した。 

本件船長は、０８時５０分ごろ旅客の乗船開始に際し、甲板員と共に本船の右舷

後部出入口に渡したタラップの桟橋側に立ち、乗船する旅客に対し、足元に注意す

るよう要請するとともに、前の航海で多少波があり、船尾側が開放された後部客室

では航行中に波しぶきが舞い込み、濡れるおそれがあるので、前部客室の船尾側

の座席から順に着席するように案内した。 
  旅客Ａは、旅客Ａの家族（以下「旅客Ｂ」という。）と共に団体旅行（添乗員１

人を含め合計２１人）に参加しており、乗船時の騒がしさもあって本件船長の案内

が聞こえず、先に乗船した団体旅行の参加者たちが前部客室の船首側の座席に着席

したので、左舷側の前から４列目窓際の座席に、旅客Ｂがその右隣にそれぞれ着席

したが、座面クッション上に置かれていたシートベルトを着用しなかった。 

 
2.1.2 石垣港出港から竹富東港到着までの経過 

本船は、旅客５６人を乗せ、０９時００分ごろ竹富東港に向けて石垣港離島桟

橋を離れた。 

本件船長は、甲板員を離岸作業に当たらせ、自らが操舵室で立って手動操舵に

つき、出港操船をしながらＡ社の船内放送マニュアル（定時出港の場合）に沿っ

て船内放送を行った。 

甲板員は、後進を始めた本船の船首部に立って後方の見張りに当たり、本船が

港口に向けて前進を始めた頃、船内巡視に向かい、前部客室の旅客全員が着席し、

後部客室には旅客がいないことを確認したが、本件船長から特に確認の指示がな

かったので、シートベルトの着用状況を確認していなかった。 

本件船長は、甲板員に自らの横に立って見張りに当たらせて西進し、沖西防波

堤に差し掛かった頃、前の航海中に比べ、北寄りの風が強まって波が高くなって

いることを認めたので、座席を立たないよう注意を喚起する船内放送を行うとと

もに、同防波堤を過ぎれば船体の動揺が大きくなって船内巡視が難しくなるので、

甲板員に対し、旅客の着席状況を再度確認するよう指示した。 

甲板員は、操舵室から腰をかがめて前部客室の旅客の着席状況を確認した後、

本件船長に旅客全員が着席している旨の報告を行った。 

本件船長は、あらかじめ波による船体動揺を勘案し、‘竹富島東方灯標（以下

「東方灯標」という。）を経由する南回りの常用基準経路’（以下「南回りの常用

基準経路」という。）を取ることにし、東方灯標に向けて左転し、風浪を右舷斜め

後方から受け、両舷主機を回転数毎分（rpm）約１,９００にかけ、約２８～２９

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南西進した。 

本船は、東方灯標の南方沖で右転し、竹富東港の東方沖に向けて北北西進中、
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風速約８～１０m/s の北風及び波高約１.５～２.０ｍの波を右舷前方から受けるよ

うになり、本件船長がＧＰＳプロッター画面で確認して約１７～１８kn に減速し

た後、波の様子を見ながら両舷主機の増減速操作を繰り返して航行した。 

  本船は、竹富東港第１号灯標（以下「第１号灯標」という。）に向けて左転を

始めた際、本件船長が前方に波高約２.５ｍの数波を認め、縦揺れを少なくするよ

う、両舷主機のクラッチを中立にして約５～６kn に減速し、波の正面を避けるよ

うにして左転を続け、最初の波を斜めに乗り越えた後、同クラッチを前進にした。 

  本船は、０９時１２分ごろ、第１号灯標から０８２°（真方位、以下同じ。） 

２３０ｍ付近において、両舷主機をアイドリング状態の約６００～７００rpm で引

き続く２つ目の波を乗り越え、再度、両舷主機のクラッチを中立にして船首が波間

に達した頃、３つ目の波（以下「本件波」という。）が目前に迫っており、船首が

波に突っ込んで海水をすくい上げないよう、両舷主機のクラッチを中立にした状態

で本件波を乗り越えた際、船首が波間に落下して船体が縦に動揺し、衝撃を受けた。 

旅客Ａは、前席背面に取り付けられた手すりを両手で握り、旅客Ｂと話をしな

がら、窓から大きな波や窓にかかる波のしぶきの様子を見ていたが、船首が波間

に落下して船体が縦に動揺した際、座席から身体が浮き上がり、座席にでん部か

ら落下して腰部に激しい痛みを感じた。 

  本船は、間もなく穏やかな水域に入り、定刻より約５分遅れ、０９時１５分ごろ

竹富東港に到着した。 

 

2.1.3 竹富東港入港後の経過 
  本件船長は、竹富東港で下船する添乗員から、旅客Ａが腰に打撲を負ったようだ

と聞いて前部客室に向かい、旅客Ｂと２人で旅客Ａに肩を貸して下船させた後、竹

富島の診療所での受診を勧め、また、更に支援が必要であればＡ社に連絡するよう

伝えて竹富東港を出港し、石垣港に入港後、Ａ社社員に負傷者が発生した旨を伝え

た。 

  旅客Ａは、腰部に痛みを感じて自力での歩行が困難であったので、旅客Ｂと共に

団体旅行の一行と別れ、添乗員からの連絡を受けたＡ社の社員に付き添われ、１０

時１５分発のＡ社の定期便で石垣港に戻り、救急車により病院に搬送された。 

 

本事故の発生日時は、平成２６年１２月１６日０９時１２分ごろで、発生場所は、

第１号灯標から０８２°２３０ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 航路図（石垣港～竹富東港） 参照） 
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２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 旅客Ａの口述及び診断書によれば、旅客Ａは、第一腰椎圧迫骨折を負い、３か月半

の入院加療を要した。 

 

２.３ 乗組員等に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許 

    本件船長 男性 ５８歳 

    一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

          免許登録 日 平成３年６月３日 

          免許証交付日 平成２３年５月１６日 

                  （平成２８年６月２日まで有効） 

    甲板員 男性 ３１歳 

    一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

          免許登録 日 平成１５年５月２日 

          免許証交付日 平成２６年３月２５日 

                  （平成３１年３月２４日まで有効） 

        旅客Ａ 女性 ７３歳 

  (2) 主な乗船履歴等 

本件船長の口述によれば、平成６年９月ごろＡ社に入社し、甲板員として

約１年間乗船勤務をした後、船長へ昇格し、本事故当時、健康状態は良好で

あった。 

  甲板員の口述によれば、平成２１年９月ごろＡ社に入社し、甲板員としてＡ

社が所有する旅客船に乗船しており、本事故当時、健康状態は良好であった。 

旅客Ａの口述によれば、過去に骨折したことはなく、本事故当時、健康状

態は良好であった。 

 

 

２.４ 船舶に関する情報 

 2.4.1 船舶の主要目 

船 舶 番 号  ２９０－５１８１２沖縄 

船 籍 港  沖縄県石垣市 

船舶所有者  Ａ社 

総 ト ン 数   １９トン 

Ｌ×Ｂ×Ｄ  ２６.４０ｍ×４.４９ｍ×１.７８ｍ 

船   質  軽合金 
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航 行 区 域  沿海区域 

用   途  旅客船 

機   関  ディーゼル機関２基 

出   力  ７６４.９０kＷ／基 合計１,５２９.８０kＷ 

推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ２個 

進 水 年 月  平成１０年９月 

 

2.4.2 船舶に関するその他の情報 

  Ａ社の副運航管理者及び本件船長の口述並びに一般配置図によれば、次のとおり

であった。 

本船は、Ａ社が所有する軽合金製小型高速旅客船で、石垣港と竹富島などの五つ

の離島を結ぶ航路に就航していた。 
本船は、船体中央部に前部客室が設けられ、その船首側に操舵室を、前部客室の

船尾側に階段及び出入口扉で隔てられた後部客室をそれぞれ配し、後部客室下が機

関室となっていた。 
操舵室は、操舵室中央やや右舷側に舵輪、その左隣に磁気コンパスがあり、左舷

側にＧＰＳプロッター、右舷側に両舷主機のクラッチレバー及びスロットルレバー

が配置され、中央の回転窓下に船内指令装置、後方にＶＨＦ無線電話装置等が装備

されていた。 
前部客室は、定員６６人であり、３人掛けの椅子席が通路を挟んで２列１１席ず

つ配置され、座席にはシートベルトが備え付けられ、座席と座席の間には可動式ひ

じ掛けがあった。また、座面クッションにはウレタン材が詰められ、座席背面に

は手すりが設けられていた。 
後部客室は、定員２４人であり、３人掛けのＦＲＰ製ベンチシートが通路を挟ん

で２列４席ずつ配置されていたが、ベンチシートには、シートベルトが備え付けら

れていなかった。 
本船の船体、機関及び機器類には、本事故当時、不具合又は故障はなかった。 

なお、本船は、速力基準表に航海速力３８kn（２,１００rpm）と記載されている

ものの、主機の経年使用により、ふだんは、約３２kn（約２,０００rpm）を常用の

航海速力としていた。 

（付図３ 一般配置図、写真１ 本船、写真２ 前部客室、写真３ 後部客室、

写真４ 操舵室 参照） 
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２.５  気象及び海象に関する情報 

2.5.1 気象及び海象観測値  

(1) 本事故発生場所の東方約６kmに位置する石垣島地方気象台における観測

値は、次のとおりであった。 

    １２月１６日 

０９時００分  天気 曇り、風向 北、平均風速 ９.１m/s、風向 北、

最大瞬間風速 １５.５m/s 

０９時１０分  天気 曇り、風向 北、平均風速 ８.７m/s、風向 北、

最大瞬間風速 １３.８m/s 

０９時２０分  天気 曇り、風向 北、平均風速  ８.４m/s、風向 北北

東、最大瞬間風速 １４.４m/s 

(2) 沿岸波浪実況図によれば、石垣島東方沖における波浪等の状況は、次の

とおりであった。 

 １２月１６日 

     ０９時００分 波向 北、波高 ２.９ｍ、周期 ７秒、風向 北、風速 

２６kn  

(3) 海上保安庁の沿岸域情報提供システムによれば、平久保埼灯台（石垣市）

及び西
いり

埼灯台（沖縄県与那国町）における観測値は、次のとおりであった。 

    １２月１６日 

平久保埼灯台 ０８時５５分  風向 北、風速 １６m/s 

          ０９時２５分 風向 北、風速 １７m/s 

西埼灯台    ０８時５５分  風向 北北東、風速 １９m/s 

          ０９時２５分 風向 北北東、風速 １８m/s 

 

2.5.2 気象警報及び注意報等の発表状況 

石垣島地方気象台は、石垣島地方に、１１月３０日１６時１７分に波浪注意報を、

１２月１５日１６時３１分に強風注意報を発表し、本事故時も、強風及び波浪注意

報が継続していた。 
 

2.5.3 乗組員の観測 

   本件船長の口述によれば、本事故当時、天気は曇り、風速約８～１０m/sの北風

が吹き、視界は良好であったが、北方から波高約２.５ｍの波があった。 

 
２.６ 事故水域に関する情報 

 海図Ｗ１２８６（石垣港）によれば、竹富東港東方沖の本事故発生場所付近の水深
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は２０数ｍから１０ｍ未満に変化するとともに、浅礁が散在し、また、同港港口には

干出浜（さんご礁）が北西方及び南東方に広がっている。 

 本件船長の口述によれば、北寄りの風のとき、竹富島北岸～北東岸にかけて高波高

の波が発生しやすいことを認識していた。 

 

２.７ 磯波に関する参考事項 

 「波浪学のＡＢＣ」（磯﨑一郎著、平成１８年株式会社成山堂書店発行）によれば、

次のとおりである。 

 沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる場合には、水深と海底

勾配に関係して生ずる浅水変形、屈折、反射などの効果によって波高が増大し、波長

も短くなり、結局波形勾配が急峻になって砕波します。これが、いわゆる磯波です。 

 

２.８ Ａ社の安全管理に関する情報 

 Ａ社の副運航管理者及び本件船長の口述並びに安全管理規程によれば、次のとおり

であった。 

 2.8.1 安全管理体制 

Ａ社は、石垣港と竹富島などの五つの離島を結ぶ一般旅客定期航路事業を営ん

でおり、本船以外に、旅客船８隻及び貨客船２隻を所有し、安全統括管理者に代

表取締役社長を、運航管理者に取締役営業部長をそれぞれ選任していた。 

Ａ社は、海上運送法に基づいて平成１８年１２月２５日に安全管理規程を定め、

同規程に基づき、運航基準、作業基準及び事故処理基準を定め、また、国土交通

省の指導に基づいて平成２４年１０月１日に荒天時安全運航マニュアルを作成し

ていた。 

Ａ社は、船体動揺時に旅客が負傷した事故の運航会社に対して運輸安全委員会

が行った下記の勧告（平成２５年３月、以下「委員会勧告」という。）を参考に荒

天時安全運航マニュアルの見直しなどを行っていた。 

 事故防止策の実施に関する勧告（概要） 

  ① 比較的船体動揺の小さい後方座席への旅客の誘導等 

  ② シートベルトの適切な着用等に係る旅客への情報提供及びシートベルト 

     の適切な着用の確保 

    ③ 波浪に対する速力調整等 

    ④ 海象情報の共有 

    ⑤ シートベルトの整備及び整頓 

    ⑥ クッションシートなどの衝撃吸収材設置 
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 2.8.2 運航基準 

 Ａ社の運航基準には、船長が行う運航の可否判断について次のとおり定められて

いた。 
  （発航の可否判断） 
  第２条 船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地港内の気象・海象が

次に掲げる条件の一に達していると認めるときは、発航を中止しなければな

らない。 

   気象・海象 

港  名 
風  速 波 高 視 程 

 石 垣 港  １５m/s以上 

（S～SEの風 １０m/s） 

１.０ｍ以上 ５００ｍ以下 

 竹富東港   １５m/s以上 

（S～SEの風 １０m/s） 

１.０ｍ以上 ５００ｍ以下 

  ２ 船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象（視程を除く。）に

関する情報を確認し、それぞれ次に掲げる条件に達するおそれがあるときは、

発航を中止しなければならない。 

 風速 １５m/s以上  波高 ３.０ｍ以上 

 

2.8.3 荒天時安全運航マニュアル 

  Ａ社の荒天時安全運航マニュアルには、次のとおり定められていた。 
 下記項目は、運航基準に定める運航中止基準に満たない気象海象条件下で、航行

中の船舶が荒天に遭遇した場合等を想定して安全運航及び旅客の安全のために遵守

する事項を定めたものである。なお、荒天とは、波高２ｍ以上、又は風速１０m/s

以上とする。 

（略） 
  ３ 波浪に対する適切な速力調整及び操船 
   (1)  荒天下にあっては、船体動揺を避けるため、まずは減速を行う。定期運

航に遅延が発生する可能性があるとしても、安全運航を第一に考え、波の

衝撃を極力低減できる速力まで減速して航行する。 

   （略） 
 ４ 高齢者等に対する座席の配慮及び航行中の定期的巡回 

   (1)  航行中の船体動揺が予想される場合、船長又は甲板員（以下「乗員」と

いう。）は、高齢者、身障者及び幼児（以下「高齢者等」という。）が乗船

するに際しては、比較的揺れの小さい船室の後部座席に案内するとともに、 
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    好天時でも他船航走波等により急な動揺の発生すること等の説明及びシー

トベルト着用の推奨により事故防止の注意を促す。 

   （略） 
  ５ 船体の動揺に対する注意喚起及び的確な船内放送の実施 

    (1)  航行中の船体動揺が予想される場合、乗員は出港前に船内放送により乗

客へのシートベルトの着用を周知・徹底する。 

    (2)  波の状況によって、航行中に船体動揺が予想される場合にあっては、適

時に船内放送の実施（例えば、「これから波の高い海域を航行するので動揺

に注意してください。」）、船内巡回による周知・注意及び必要に応じシート

ベルトの着用指示等を行うことにより事故防止を図る。 

 

2.8.4 気象情報の入手 
Ａ社の副運航管理者及び本件船長の口述によれば、次のとおりであった。 

  Ａ社は、委員会勧告を参考に気象庁のホームページ上で入手した八重山
や え や ま

地方の天

気予報を事務所に掲示して各船の船長に周知し、また、気象警報及び気象注意報が

発表中にあっては、各船の船長から得た航行海域の海上模様等の情報をＶＨＦ無線

電話装置及び携帯電話のメール機能を使って各船の船長に周知していた。 
  本件船長は、インターネットで海上保安庁の沿岸域情報提供システムから入手し

た平久保埼灯台及び西埼灯台における風向、風速の変化を気象に関する判断の参考

にしており、本事故時の両灯台における観測値は、それぞれ発航中止基準の風速 

１５m/sを上回っていたが、石垣島地方気象台における観測値は、発航中止基準に

達しない平均風速８.４～８.７m/sであったので、石垣港から竹富東港に向けて出

港した。   
 
2.8.5 乗組員等に対する教育研修 
  Ａ社の回答書によれば、次のとおりであった。 

(1)   安全管理規程に基づく安全講習会をほぼ１か月に１回開催して乗組員等

への安全教育を行っていた。 
(2)  平成２６年５月１日に他社の事故（波のため船体が縦に動揺した際、旅客

が負傷した。）を事例として安全講習会を開催した。 
(3)  平成２６年１０月１５日に荒天時安全運航マニュアル等の周知、徹底を図

るための安全講習会を開催した。 
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２.９ 旅客への案内状況 
 2.9.1 客室への誘導状況に関する情報 

本件船長の口述によれば、本件船長は、委員会勧告を参考に時化
し け

で船体の大き

な揺れが予想される場合、前から３列目までの座席に旅客が座らないように通路

に黄色の鎖を架けて使用を制限することもあったが、前の航海で海上模様が思っ

たよりも穏やかであったこと、本事故時の便の所要時間が約１０分であること及び

午前の早い便で混雑が予想されたので、船首側の座席の使用を制限していなかった。 

 

 2.9.2 シートベルト着用の周知等に関する情報 
 本件船長の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) 本件船長は、石垣港離島桟橋を離れる際、船内放送でＡ社の船内放送マ 

ニュアルに沿ってシートベルトを腰の低い位置で締めるよう周知したものと

思っていたが、本事故後、言い忘れていたことに気付いた。 

(2) 本件船長は、荒天時安全運航マニュアルで、航行中に船体動揺が予想され

る場合、適時にシートベルトの着用指示等について船内放送の実施、船内

巡回による周知及び注意を促すことが定められていることを認識していた。 

(3)  本件船長は、南回りの常用基準経路を選択した際、波が高いので座席を立

たないようにとの注意を喚起する船内放送を行ったものの、石垣港離島桟橋

を離れる際、船内放送でシートベルトの着用を周知したものと、また、これ

までの経験から、航行中に改めて船内放送でシートベルトの着用を周知した

としても、船内放送に応じてシートベルトを着用してくれる旅客がほとんど

いないと思っていたことから、シートベルトの着用を周知する船内放送を 

行っていなかった。 

(4) 本件船長は、甲板員に対し、乗客がシートベルトを着用しているか否かを

確認するよう指示をしていなかった。 

 

２.１０ 本件航路の運航等に関する情報 
  Ａ社の副運航管理者及び本件船長の口述によれば、Ａ社は、台風が接近するなど航

行海域の気象及び海象が明確に運航基準の発航中止基準に達している場合を除き、石

垣～竹富航路を欠航にすることはなかった。 
  Ａ社の運航基準表及び航路図によれば、石垣～竹富航路の航程は、ふだん使用する

常用基準経路（石垣港の沖西防波堤を通過した後、西進して第１号灯標に向かう経

路）の場合、約６.５kmであり、荒天時に選択する南回りの常用基準経路の場合、約

７.６kmであった。 
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               ３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1)  本船は、旅客５６人を乗せ、平成２６年１２月１６日０９時００分ごろ

竹富東港に向けて石垣港を出港し、南回りの常用基準経路を速力約２８～ 

２９kn で南西進した。 

(2)  本船は、東方灯標の南方沖で右転し、竹富東港の東方沖に向けて北北西

進中、風波を右舷前方から受けるようになり、本件船長が波の様子を見なが

ら増減速操作を繰り返して航行した。 

(3)  本船は、第１号灯標に向けて左転を始めた際、本件船長が前方に波高約 

２.５ｍの数波を認め、縦揺れを少なくするよう、両舷主機のクラッチを中

立にして約５～６kn に減速し、波の正面を避けるようにして左転を続け、

最初の波を斜めに乗り越えた。 

   (4)  本船は、０９時１２分ごろ、両舷主機のクラッチを前進にし、両舷主機を

アイドリング状態で引き続く２つ目の波を乗り越え、再度、両舷主機のク 

ラッチを中立にして船首が波間に達した頃、本件波が目前に迫っており、両

舷主機のクラッチを中立にした状態で本件波を乗り越えた際、船首が波間に

落下して船体が縦に動揺した。 

 

3.1.2 旅客Ａが負傷した状況 
  ２.１、２.２及び3.1.1から、旅客Ａは船首が波間に落下して船体が縦に動揺し

た際、座席から身体が浮き上がり、座席にでん部から落下して第一腰椎を圧迫骨折

したものと考えられる。 
 

3.1.3 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成２６年１２月１６日０９時１２分ごろで、

発生場所は、第１号灯標から０８２°２３０ｍ付近であったものと考えられる。 
 
 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員等及び船舶の状況 

   (1) 乗組員等  

① 本件船長 
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２.３から、本件船長は、適法で有効な操縦免許証を有していた。また、

健康状態は、良好であったものと考えられる。 

② 旅客Ａ 

２.３(2) から、旅客Ａは、健康状態が良好であったものと考えられる。 

    (2)  船舶 

     2.4.2から、本事故発生時、本船の船体、機関及び機器類に不具合又は故

障はなかったものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

２.１及び2.5.3から、本事故当時、天気は曇り、風向は北、風速は約８～１０

m/s、波向は北で、波高は約２.５ｍであったものと考えられる。 

 

3.2.3 安全管理に関する解析 

２.１、2.8.1、2.8.3、2.8.5及び2.9.2から、次のとおりであった。 

  (1)  本件船長は、石垣島離島桟橋において、乗船する旅客に対して前部客室の

船尾側の座席から順に着席するよう案内していたものと考えられる。一方、

旅客Ａは、乗船時の騒がしさから本件船長の案内が聞こえなかったものと考

えられる。 
(2) 本件船長は、石垣港離島桟橋を離れる際、Ａ社の船内放送マニュアルに 

沿って船内放送を行ったものの、同マニュアル中のシートベルトの着用を周

知する箇所を言い忘れており、また、甲板員に対して旅客がシートベルトを

着用しているかどうかの確認の指示を行っておらず、甲板員も確認を行わな

かったものと考えられる。 
(3) 本件船長は、南回りの常用基準経路を選択した際、荒天時安全運航マニュ

アルに従って波が高いので座席を立たないようにとの注意を喚起する船内放

送を行ったものの、石垣港離島桟橋を離れる際、船内放送でシートベルトの

着用を周知したものと思い、また、これまでの経験から、航行中に改めて船

内放送でシートベルトの着用を周知しても、船内放送に応じてシートベルト

を着用してくれる旅客がほとんどいないと思っていたことから、シートベル

トの着用を周知する船内放送を行っていなかったものと考えられる。 

(4) 以上のことから、本船では、荒天時安全運航マニュアルに定められた船体

動揺が予想される場合、適時にシートベルトの着用指示等についての船内放

送、船内巡回による周知及び注意喚起が実施されていなかったものと考えら

れる。      
     このことから、Ａ社は、荒天時安全運航マニュアル等の周知、徹底を図る
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ために安全講習会を開催していたものの、船長等への安全指導が適切でな 

かった可能性があると考えられる。 

 
3.2.4 事故発生に関する解析 

2.1.1、２.８、3.1.1、3.1.2及び3.2.3から、次のとおりであったものと考えら

れる。 

(1) 本件船長は、石垣港離島桟橋を離れる際、Ａ社の船内放送マニュアルに 
沿って船内放送を行ったものの、シートベルトの着用を周知する箇所を言い

忘れており、また、甲板員に対して旅客がシートベルトを着用しているかど

うかの確認の指示を行っておらず、甲板員も確認を行わなかった。 

(2) 本件船長は、南回りの常用基準経路を選択した際、荒天時安全運航マニュ

アルに従って波が高いので座席を立たないようにとの注意を喚起する船内放

送を行ったものの、これまでの経験から、航行中に改めて船内放送でシート

ベルトの着用を周知しても、船内放送に応じてシートベルトを着用してくれ

る旅客がほとんどいないと思っていたことから、シートベルトの着用を周知

する船内放送を行っていなかった。 

(3) 本船は、第１号灯標に向けて左転を始めた際、本件船長が前方に波高約 
２.５ｍの数波を認め、縦揺れを少なくするよう、両舷主機のクラッチを中

立にして約５～６knに減速し、波の正面を避けるようにして左転を続け、最

初の波を斜めに乗り越えた。 
(4) 本船は、両舷主機のクラッチを前進にし、両舷主機をアイドリング状態で

引き続く２つ目の波を乗り越え、再度、両舷主機のクラッチを中立にして船

首が波間に達した頃、本件波が目前に迫っており、両舷主機のクラッチを中

立にした状態で本件波を乗り越えた際、船首が波間に落下して船体が縦に動

揺し、旅客Ａが、シートベルトを着用せずに着席していたところ、座席から

身体が浮き上がり、座席にでん部から落下して負傷した。 

 

 

４ 原 因 
 

本事故は、本船が、竹富東港東方沖において、波高約２.５ｍの波が発生している

状況下、竹富東港に向けて航行中、本件船長が、旅客にシートベルトの着用を周知し

ていなかったため、船首が波間に落下して船体が縦に動揺した際、シートベルトを着

用していなかった旅客Ａが座席から身体が浮き上がり、座席にでん部から落下して負

傷したことにより発生したものと考えられる。 
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本件船長が旅客にシートベルトの着用を周知していなかったのは、石垣港離島桟橋

を離れる際、船内放送でシートベルトの着用を周知したものと思い、また、これまで

の経験から、航行中に改めて船内放送でシートベルトの着用を周知しても、船内放送

に応じてシートベルトを着用してくれる旅客がほとんどいないと思っていたことによ

るものと考えられる。 
本件船長が、航行中、船内放送に応じてシートベルトを着用してくれる旅客がほと

んどいないと思っていたのは、Ａ社が、荒天時安全運航マニュアル等の周知、徹底を

図るために安全講習会を開催していたものの、船長等への安全指導が適切でなかった

ことによる可能性があると考えられる。 
 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、本船が、ほぼ荒天となった状況下を竹富東港に向けて航行中、船体が

縦に動揺した際、シートベルトを着用していなかった旅客Ａが座席から身体が浮き上

がり、座席にでん部から落下して負傷したものである。 

したがって、Ａ社は、シートベルトの着用を定めた荒天時安全運航マニュアルの遵

守を改めて徹底する必要があると考えられる。 
 
５.１ 事故後に講じられた事故等防止策 

 5.1.1 内閣府により講じられた施策 
内閣府沖縄総合事務局は、本事故について、荒天時安全運航マニュアルにおける

船内巡回による旅客のシートベルト装着の誘導が徹底されていなかったことが、本

事故の背景として確認されたとし、再発防止及び輸送の安全確保を図るため、平成

２７年５月１５日付けでＡ社に対し、以下の事項について文書による指導を行うと

ともに、再発防止のために処置した安全対策について報告を求めた。 
   (1) 事故防止対策の徹底 

    ① 高速航行中や荒天時におけるシートベルトの装着については、跳ね上げ

による事故が発生している旨を十分説明したうえで、高齢者等に限らず全

旅客へ装着を徹底すること。 

    ② 船内放送によるシートベルト装着等の注意喚起の案内については、出港

前及び航行中に２回以上確実に実施し、肉声及びテープ等の案内と並行し

て巡回時に装着を必ず確認すること。 

    ③ 高齢者等に対する後部座席への着席、移動案内については、船内での優

先席の指定、ホームページへの掲載、乗船口での声掛け及び巡回時に高齢
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者一人一人への声掛けを実施すること。 

    ④ 本事故を鑑みて、荒天時安全運航マニュアルの見直しを検討すること。 

   (2) 事故発生時の関係機関への迅速な通報の徹底 

     事故の報告については、発生の一報を運航労務監理官へ即時に報告すると

ともに、安全管理規程及び事故処理基準に定めるところにより、その概要及

び処理の状況について、迅速な通報を徹底すること。 

 

 5.1.2 Ａ社により講じられた措置 

Ａ社は、内閣府沖縄総合事務局からの指導に対し、平成２７年６月１１日付けで

以下のとおり文書による報告を行った。 
   (1) 事故防止対策の徹底 

    ① 高速航行中及び荒天時に、跳ね上げによる事故が発生している現状を踏

まえ、必ず全旅客へシートベルトの装着を徹底することとする。 

    ② 一部を改訂した荒天時安全運航マニュアルを実施するにあたり、出航前

及び航行中に２回以上船内放送にて注意喚起を行い、乗員は出航直後の巡

回時にシートベルトの装着を確実に確認することとする。 

    ③ 高齢者等に対する後部座席への着席、移動案内については、ホームペー

ジに掲載し、乗船口で一人一人に船内で優先席を設けてある旨を声掛けす

ることとする。 

    ④ 本事故を鑑みて、荒天時安全運航マニュアルの一部を次のとおり改訂

（平成２７年６月１１日付け）した。 
      (略) 
     ５ 船体の動揺に対する注意喚起及び的確な船内放送の実施 

      (1) 航行中に船体動揺が予想される場合、乗員は出港前及び航行中に乗

客に対し２回以上、高速航行中や荒天時に跳ね上げによる事故が発生

していること及びシートベルトを腰の低い位置でしっかりと締め、席

を立たないようにする旨を船内放送により周知・徹底する。 

      (略) 

   (2) 事故発生時の関係機関への迅速な通報の徹底 

     安全管理規程及び事故処理基準に従って、関係機関へは迅速に通報するこ

ととする。 

 

 5.1.3 Ａ社により船員に対して講じられた措置 

Ａ社は、本事故後、再発防止策として次の措置を講じた。 
  (1) 船員全員が参加する安全会議を開催し、荒天時安全運航マニュアルを周知、
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徹底するとともにその遵守を指導した。 
(2) 各船の船長に対し、石垣港離島桟橋等を離れる際、船内放送を終えてから

運航を開始することを指導した。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 

 
付図２ 航路図（石垣港～竹富東港） 
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写真１ 本船 
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 ＧＰＳプロッター 舵輪 

スロットルレバー 
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